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亜鉛の排水基準に係る経過措置について 

 

１ 亜鉛の性状等 

亜鉛は銀白色の比較的やわらかい金属であり、反応性が高い。また、両性元素であるた

め、金属亜鉛、酸化亜鉛は、pHが 9以上、10.5未満では水酸化亜鉛 Zn（OH）2として沈殿す

るが、その他の pH域では溶解する。環境中では、河川、湖沼、海や川底の泥などから広く検出

される。 

 

亜鉛は非鉄金属の中では銅、アルミニウムについで多く生産されている物質であり、亜鉛

めっきの加工工程で皮膜を形成するために使われることが多いほか、伸銅品、ダイカストや

鋳造品、ゴム製品や乾電池などに用いられる。 

 
資料：「中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会資料」（平成 28年７月）から作成。 

 

２ 亜鉛に係る環境基準について 

国において、亜鉛が水生生物に及ぼす急性的・慢性的な影響について検討が行われ、その

結果、生活環境上、有用な水生生物及びその餌生物への慢性影響を未然に防止する観点から

維持することが望ましい水準として、平成 15年 11月、全亜鉛が水生生物保全に係る環境基

準として設定された。 

 

水生生物保全に係る環境基準は、生活環境項目として設定されており、水生生物の生息状

況に応じて、河川及び湖沼については表１のとおり４つの類型と基準値が、海域については

表２のとおり２つの類型と基準値が設定されている。 

 

府域の河川における水生生物保全に係る環境基準の類型指定は、国及び府が魚類の生息に

適したものとされている C類型以上の水域について、平成 21年６月以降、順次行っている。

令和４年 10月末時点での河川の類型指定の状況は表３のとおりであり、９河川水域を生物Ａ

類型に、56河川水域を生物Ｂ類型にそれぞれ指定している。 

また、府域の海域（大阪湾）については、表４のとおり、国により１水域が生物Ａ類型

に、４水域が生物特Ａ類型にそれぞれ指定されている。 

 

なお、水生生物保全に係る環境基準は、平成 24年８月にノ二ルフェノールが、また、平成

25年３月に直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（LAS）が追加され、現在では３項目

となっている。 

 

  

資料 ２－３ 
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表１ 亜鉛の環境基準（河川、湖沼） 

項目 

類型 
水生生物の生息状況の適応性 

基準値※ 

全亜鉛 

生物Ａ 
イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれら

の餌生物が生息する水域 
0.03mg/L以下 

生物特Ａ 
生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に掲げる水生生物の産卵場

（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 
0.03mg/L以下 

生物Ｂ 
コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生

物が生息する水域 
0.03mg/L以下 

生物特Ｂ 

生物Ａ又は生物Ｂの水域のうち、生物Ｂの欄に掲げる水生生

物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必

要な水域 

0.03mg/L以下 

 ※基準値は年間平均値で評価する。 

 

表２ 亜鉛の環境基準（海域） 

項目 

類型 
水生生物の生息状況の適応性 

基準値※ 

全亜鉛 

生物Ａ 水生生物の生息する水域 0.02mg/L以下 

生物特Ａ 
生物Ａの水域のうち、水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔

の生育場として特に保全が必要な水域 
0.01mg/L以下 

   ※基準値は年間平均値で評価する。 
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表３ 水生生物保全に係る環境基準の水域類型指定一覧（河川） （令和４年 10月末時点） 

 

区

分 
河 川 水 域 名 範       囲 

類 型 及 び 

達 成 期 間 

指 定 年 月 日 

（最 終改 定年 月日 ） 

淀

川

水

域 

淀 川 全   域 生物Ｂイ 平成21年11月30日 

船 橋 川 全   域 生物Ｂイ 

平成21年６月30日 

穂 谷 川 全   域 生物Ｂイ 

檜 尾 川 全   域 生物Ｂイ 

天 野 川 奈 良 県 界 よ り 下 流 生物Ｂイ 

芥  川  ( 1 ) 京都府界から塚脇橋まで 生物Ａイ 

芥  川  ( 2 ) 塚 脇 橋 よ り 下 流 生物Ｂイ 

水 無 瀬 川 全   域 生物Ａイ 

神

崎

川

水

域 

神 崎 川 
安威川、猪名川を除く神崎

川 
生物Ｂイ 平成21年11月30日 

天 竺 川 全   域 生物Ｂイ 平成29年１月27日 

安 威 川 上 流 茨 木 市 取 水 口 よ り 上 流 生物Ａイ 平成21年６月30日 

安 威 川 下 流 

( 1 ) ･ ( 2 ) 

茨木市取水口から大正川合

流 点 ま で 
生物Ｂイ 平成29年１月27日 

安 威 川 下 流 ( 3 )  大 正 川 合 流 点 よ り 下 流 生物Ｂイ 

平成21年６月30日 
佐 保 川 及 び 茨 木 川 全   域 生物Ｂイ 

大 正 川 全   域 生物Ｂイ 

勝 尾 寺 川 全   域 生物Ｂイ 

猪 名 川 ( 2 ) ゴ ル フ 橋 よ り 下 流 生物Ｂイ 平成21年11月30日 

箕 面 川 ( 1 ) 箕 面 市 取 水 口 よ り 上 流 生物Ａイ 

平成21年６月30日 

箕 面 川 ( 2 ) 
箕面市取水口から兵庫県界

ま で 
生物Ｂイ 

余 野 川 全   域 生物Ａイ 

千 里 川 全   域 生物Ｂイ 

田 尻 川 兵 庫 県 界 よ り 上 流 生物Ａイ 

一庫・大路次川 京都府界から兵庫県界まで 生物Ａイ 

山 辺 川 全   域 生物Ａイ 

寝

屋

川

水

域 

寝 屋 川 ( 1 ) 住 道 大 橋 よ り 上 流 生物Ｂロ 平成21年６月30日 

恩 智 川 全   域 生物Ｂロ 平成29年１月27日 

 

区

分 
河川水域名 範      囲 

類 型 及 び 

達 成 期 間 

指 定 年 月 日 

(最終改定年月日) 

大

阪

市

内

河

川

水

域 

大 川 大川全域及び城北川全域 生物Ｂイ 

平成21年６月30日 

堂 島 川 全   域 生物Ｂイ 

土 佐 堀 川 全   域 生物Ｂイ 

道 頓 堀 川 全   域 生物Ｂイ 

正 蓮 寺 川 全   域 生物Ｂイ 

六 軒 家 川 全   域 生物Ｂイ 

安 治 川 全   域 生物Ｂイ 

尻 無 川 全   域 生物Ｂイ 

木 津 川 全   域 生物Ｂイ 

木 津 川 運 河 全   域 生物Ｂイ 

住 吉 川 全   域 生物Ｂイ 

東 横 堀 川 全   域 生物Ｂイ 

大

和

川

水

域 

石 川 全   域 生物Ｂイ 

平成21年６月30日 

千 早 川 全   域 生物Ｂイ 

天 見 川 全   域 生物Ｂイ 

石 見 川 全   域 生物Ａイ 

飛 鳥 川 全   域 生物Ｂイ 

梅 川 全   域 生物Ｂイ 

佐 備 川 全   域 生物Ｂイ 

大 和 川 全   域 生物Ｂイ 平成18年６月30日 

東 除 川 全   域 生物Ｂロ 
平成21年６月30日 

西 除 川 ( 1 ) 狭 山 池 流 出 端 よ り 上 流 生物Ｂイ 

泉

州

諸

河

川

水

域 

和 田 川 全   域 生物Ｂイ 
平成21年６月30日 

大 津 川 上 流 泉大津市高津取水口より上流 生物Ｂイ 

大 津 川 下 流 泉大津市高津取水口より下流 生物Ｂイ 平成29年１月27日 

牛 滝 川 全   域 生物Ｂイ 

平成21年６月30日 

松 尾 川 全   域 生物Ｂイ 

槇 尾 川 全   域 生物Ｂイ 

父 鬼 川 全   域 生物Ｂイ 

近 木 川 上 流 秬 谷 川 合 流 点 よ り 上 流 生物Ｂイ 

樫 井 川 上 流 兎 田 橋 よ り 上 流 生物Ｂイ 

男 里 川 全   域 生物Ｂロ 

金 熊 寺 川 全   域 生物Ｂイ 

菟 砥 川 全   域 生物Ｂイ 

山 中 川 全   域 生物Ｂイ 

番 川 全   域 生物Ｂイ 

大 川 全   域 生物Ｂイ 

東 川 全   域 生物Ｂイ 

西 川 全   域 生物Ｂイ 

 

表４ 水生生物保全に係る環境基準の水域類型指定一覧（海域） （令和４年 10月末時点） 

 

 

 

 

 

  

水 域 名 範囲 
類型及び 

達成期間 

指 定 年 月 日 

（最終改定年月日） 

大阪湾（全域。

ただし、大阪

湾（イ）～（ニ）

に係る部分を

除 く 。 ） 右図 

参照 

海域生物Ａイ 

平成25年６月５日 
大 阪 湾 ( イ ) 海域生物特Ａイ 

大 阪 湾 ( ロ ) 海域生物特Ａイ 

大 阪 湾 ( ハ ) 海域生物特Ａイ 

大 阪 湾 ( ニ ) 海域生物特Ａイ 

※     ：海域生物特Ａ  

水生生物保全項目に係る 

大阪湾の環境基準点位置図 
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３ 亜鉛に係る排水基準について 

（１）亜鉛に係る排水基準 

亜鉛は、水質汚濁防止法制定当初から「生活環境項目」として規制項目となっており、１日あ

たりの平均的な排出水の量（日平均排水量）が 50m3以上の特定事業場に対し、排水基準（５

mg/L）が定められた。 

  

  府では、水質汚濁防止法第３条第３項の規定による排水基準を定める条例（上乗せ条例）に

より日平均排水量 30m3以上の特定事業場にまで対象を広げるとともに、大阪府生活環境の

保全等に関する条例（生活環境保全条例）により、届出事業場に対しても日平均排水量が

30m3以上のものを対象に、同じ排水基準を適用してきた。 

 

その後、平成 15年 11月に環境基準が設定されたことを受け、平成 18年 12月に水質汚濁

防止法の排水基準が２mg/Lに強化されたため、平成 20年４月、同様に上乗せ条例、生活環境

保全条例も２mg/Lに強化している。 

 

以上の排水基準の適用状況は表５に示すとおりである。 

表５ 法及び条例における亜鉛の排水基準 

根 拠 法 令 水質汚濁防止法 上乗せ条例 生活環境保全条例 

対象事業場 
日平均排水量 50m3 

以上の特定事業場 

日平均排水量 30m3 

以上の特定事業場 

日平均排水量 30m3 

以上の届出事業場 

排水基準 ２mg/L以下 ２mg/L以下 ２mg/L以下 

 

（２）亜鉛に係る暫定排水基準 

（暫定排水基準適用の経緯） 

亜鉛については、亜鉛を主に扱う業種の特殊性（原材料使用量の低減や代替品導入の困難性）

や pH 管理などの排水処理の困難性を有しているため、 水質汚濁防止法については平成 18 年

12 月から、上乗せ条例は平成 20 年４月から、経過措置として、排水基準を直ちに遵守する

ことが技術的に困難な業種の事業場に対し、期間を定めて暫定排水基準を適用している。この

経過措置については、５年ごとに見直しが行われてきた。 

 

その結果、水質汚濁防止法の暫定排水基準の適用業種は、当初は 10 業種であったが、

工程の見直しや原料の変更による亜鉛排出の抑制、排水処理設備の維持管理の強化などに

より排水中の濃度が低減していることなどを踏まえ、現在の暫定排水基準では、電気めっき

業１業種となっている。 

 

また、上乗せ条例では、法の暫定排水基準の設定状況及び排出実態を勘案して検討した結果、

当初から電気めっき業についてのみ暫定排水基準を適用している。 

 

  なお、生活環境保全条例の全届出事業場については、亜鉛の一般排水基準を遵守できると

見込まれたため、同条例では暫定排水基準を設定していない。 
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（法及び上乗せ条例における暫定排水基準の適用状況） 

法対象事業場に対する現在の法及び上乗せ条例の暫定排水基準の適用状況は、以下の

表６に示すとおりである。 

 

表６ 法対象事業場に対する法及び上乗せ条例に基づく暫定排水基準の適用状況 
 

業種 

根拠法令 水質汚濁防止法 上乗せ条例 

対象事業場 日平均排水量50m3以上 日平均排水量 30m3以上 

適用時期 R3.12.11～R6.12.10 H30.4.1～R5.3.31 

電気めっき業 ４mg/L以下 ５mg/L以下 
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４ 府域の公共用水域等における亜鉛の水質測定結果 

（１）公共用水域 

公共用水域の水質測定計画に基づく、平成 29 年度から令和３年度の間における測定の実施

状況及び結果は、以下のとおりである。 

 

① 河川 

生物Ａ類型の９河川水域（９地点）及び生物Ｂ類型の 56河川水域（67地点）で延べ 2,025

検体の測定を実施した。 

生物Ａ類型及び生物Ｂ類型いずれも環境基準値は 0.03mg/Lであり、生物Ａ類型の９地点に

ついては、全ての地点において環境基準を達成している。生物Ｂ類型の 67地点については、

平成 29年度から令和３年度の環境基準の達成率は 85.1～94.0%であった。 

 

表７ 河川の環境基準点における全亜鉛の年平均値の状況 

年度 類型 
環境基準値 
（mg/L） 

年平均濃度（最小～最大） 
（mg/L） 

環境基準達成状況 
環境基準達成地点数／環境基準点数 

（達成率） 

H29 

(2017) 

生物Ａ 

0.03 

0.005（0.003～0.011） 9/9（100%） 

生物Ｂ 0.014（0.003～0.062） 62/67（92.5%） 

H30 

(2018) 

生物Ａ 0.006（0.002～0.011） 9/9（100%） 

生物Ｂ 0.014（0.002～0.049） 62/67（92.5%） 

R1 

(2019) 

生物Ａ 0.007（0.002～0.016） 9/9（100%） 

生物Ｂ 0.016（0.002～0.051） 59/67（88.1%） 

R2 

(2020) 

生物Ａ 0.003（0.001～0.007） 9/9（100%） 

生物Ｂ 0.012（0.001～0.041） 63/67（94.0%） 

R3 

(2021) 

生物Ａ 0.005（0.002～0.007） 9/9（100%） 

生物Ｂ 0.014（0.001～0.064） 57/67（85.1%） 
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② 海域 

海域については平成 25年度より順次、類型指定が行われている。生物特Ａ類型の１水域４地点

及び生物Ａ類型の１水域８地点で述べ 294 検体の測定を実施しており、集計結果を表８に示す。   

いずれの地点においても環境基準値の超過はない。 

 

表８ 海域の環境基準点における全亜鉛の年平均値の状況 

年度 類型 
環境基準値 
（mg/L） 

年平均濃度（最小～最大） 

（mg/L） 

環境基準達成状況 
環境基準達成地点数／環境基準点数 

（達成率） 

H29 

(2017) 

生物特Ａ 0.01 0.003（0.002～0.005） 4/4（100%） 

生物Ａ 0.02 0.004（0.002～0.007） 8/8（100%） 

H30 

(2018) 

生物特Ａ 0.01 0.002（0.001～0.003） 4/4（100%） 

生物Ａ 0.02 0.003（0.002～0.005） 8/8（100%） 

R1 

(2019) 

生物特Ａ 0.01 0.002（0.001～0.002） 4/4（100%） 

生物Ａ 0.02 0.002（0.001～0.004） 8/8（100%） 

R2 

(2020) 

生物特Ａ 0.01 0.003（0.002～0.003） 4/4（100%） 

生物Ａ 0.02 0.004（0.002～0.006） 8/8（100%） 

R3 

(2021) 

生物特Ａ 0.01 0.002（0.001～0.003） 4/4（100%） 

生物Ａ 0.02 0.003（0.002～0.005） 8/8（100%） 

 

 

（２）水道原水 

亜鉛の水道水質基準は、味覚及び色の観点から 1.0mg/L以下と設定されている。 

 

水道事業体により、令和２年度は、31事業場で 125回の水道原水の水質測定が実施されてお

り、いずれも定量下限値未満※である。 

 

※定量下限値は、事業場によって測定方法が異なり、0.1mg/L以下と 0.01mg/L以下のいず 

れかである。 
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５ 事業場排水の水質測定結果 

府域において、法又は上乗せ条例により亜鉛の暫定排水基準を適用している事業場は 11 事業

場であり、その内訳は表９のとおりである。 

 

表９ 暫定排水基準適用事業場数 

 法の暫定排水基準適用事業場 

（日平均排水量 50m3以上） 

上乗せ条例の暫定排水基準適用事業場 

（日平均排水量 30m3以上） 

電気めっき業 ５事業場 ６事業場 

 
 

 暫定排水基準が適用される 11 事業場における排水の水質測定結果を、次の３つに分類して整

理を行った。 

 

① 法の暫定排水基準が適用される事業場（表 10－1） 

② 上乗せ条例の暫定排水基準が適用され、一般排水基準値を下回る事業場（表 10－2） 

③ 上乗せ条例の暫定排水基準が適用され、一般排水基準値を上回る事業場（表 10－3） 
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①  法の暫定排水基準が適用される事業場 

 

表 10-1 法の暫定排水基準適用事業場における排水の水質測定結果 

  
主要 

製品 

排水 

処理 

方式 

日平均 

排水量 

（m3/日） 

年度 
データ

数 

最小値 

（mg/L） 

最大値 

（mg/L） 

平均値 

（mg/L） 

2mg/L 

超過 

4mg/L 

超過 

5mg/L 

超過 

A社 

亜鉛 

めっき

線 

凝集 

沈殿法 
153 

H30 1 1.2  1.2  1.2   0/1  0/1 0/1 

R1 1 3.9  3.9  3.9   1/1  0/1 0/1 

R2 1 2.9  2.9  2.9   1/1  0/1 0/1 

R3 1 3.2  3.2  3.2   1/1  0/1 0/1 

R4 1 <0.05 <0.05 <0.05  0/1  0/1 0/1 

H30～R4 5 <0.05 3.9  2.2   3/5  0/5 0/5 

B社 

硫酸、 

界面 

活性剤 

凝集 

沈殿法 
321.5 

H30 3 N.D. N.D. N.D. 0/3 0/3 0/3 

R1 1 N.D. N.D. N.D. 0/1 0/1 0/1 

R2 2 N.D. N.D. N.D. 0/2 0/2 0/2 

R3 3 N.D. N.D. N.D. 0/3 0/3 0/3 

R4 - - - - - - - 

H30～R4 9 N.D. N.D. N.D. 0/9 0/9 0/9 

C社 
プリン

ト基盤 

凝集 

沈殿法 
360 

H30 1 N.D. N.D. N.D. 0/1 0/1 0/1 

R1 1 0.11  0.11  0.11  0/1 0/1 0/1 

R2 1 N.D. N.D. N.D. 0/1 0/1 0/1 

R3 1 N.D. N.D. N.D. 0/1 0/1 0/1 

R4 - - - - - - - 

H30～R4 4 N.D. 0.11  0.03  0/4 0/4 0/4 

D社 
プリン

ト基盤 

凝集 

沈殿法 
912.4 

H30 1 N.D. N.D. N.D. 0/1 0/1 0/1 

R1 1 0.19  0.19  0.19  0/1 0/1 0/1 

R2 1 N.D. N.D. N.D. 0/1 0/1 0/1 

R3 1 N.D. N.D. N.D. 0/1 0/1 0/1 

R4 - - - - - - - 

H30～R4 4 N.D. 0.19  0.05  0/4 0/4 0/4 

E社 

ステン

レス 

鋼線 

凝集 

沈殿法 
1096 

H30 2 0.002  0.023  0.013  0/2 0/2 0/2 

R1 1 0.018  0.018  0.018  0/1 0/1 0/1 

R2 1 0.18  0.18  0.18  0/1 0/1 0/1 

R3 1 <0.05 <0.05 <0.05 0/1 0/1 0/1 

R4 1 <0.05 <0.05 <0.05 0/1 0/1 0/1 

H30～R4 6 <0.05 0.18  0.056  0/6 0/6 0/6 

 

Ａ社においては、排水処理の困難性から、令和元年度から令和３年度に一般排水基準を上回

る結果が確認されている。 

 Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ社については、平成 30年度から継続して一般排水基準値を下回っている。 
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② 上乗せ条例の暫定排水基準が適用され、一般排水基準値を下回る事業場 

 

表 10－2  上乗せ条例の暫定排水基準適用事業場における排水の水質測定結果（１） 

  
主要 

製品 

排水 

処理 

方式 

日平均 

排水量 

（m3/日） 

年度 
データ

数 

最小値 

（mg/L） 

最大値 

（mg/L） 

平均値 

（mg/L） 

2mg/L 

超過 

4mg/L 

超過 

5mg/L 

超過 

F社 
プリン

ト基板 

凝集 

沈殿法 
36.9 

H30 1 0.008 0.008 0.008 0/1 0/1 0/1 

R1 1 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 0/1 0/1 0/1 

R2 1 0.008 0.008 0.008 0/1 0/1 0/1 

R3 - - - - - - - 

R4 1 0.007 0.007 0.007 0/1 0/1 0/1 

H30～R4 4 ＜0.001 0.008 0.006  0/4 0/4 0/4 

G社 

プラス

チック

のめっ

き 

凝集 

沈殿法 
37 

H30 1 0.008  0.008  0.008 0/1 0/1 0/1 

R1 2 0.021  0.031  0.026 0/2 0/2 0/2 

R2 3 0.037  0.31  0.16 0/3 0/3 0/3 

R3 1 0.007  0.007  0.007 0/1 0/1 0/1 

R4 1 0.011  0.011  0.011 0/1 0/1 0/1 

H30～R4 8 0.007  0.31  0.069 0/8 0/8 0/8 

H社 
金具の

めっき 

凝集 

沈殿法 
45 

H30 1 0.021  0.021  0.021 0/1 0/1 0/1 

R1 1 0.37  0.37  0.37 0/1 0/1 0/1 

R2 - - - - - - - 

R3 - - - - - - - 

R4 - - - - - - - 

H30～R1 2 0.021  0.37  0.20  0/2 0/2 0/2 

 

Ｈ社においては、令和２年度以降、常時稼働は行っておらず、立ち入り検査時に排水量が

少なかったため、水質測定を実施していない。 
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③ 上乗せ条例の暫定排水基準が適用され、一般排水基準値を上回る事業場 

 

表 10－3  上乗せ条例の暫定排水基準適用事業場における排水の水質測定結果（２） 

 主要 

製品 

排水 

処理 

方式 

日平均 

排水量 

（m3/日） 

年度 
データ

数 

最小値 

（mg/L） 

最大値 

（mg/L） 

平均値 

（mg/L） 

2mg/L 

超過 

4mg/L 

超過 

5mg/L 

超過 

I社 

洋傘・

クーラ

ー部品

のめっ

き 

凝集 

沈殿法 
45 

H30 2 0.84  1.0  0.92  0/2 0/2 0/2 

R1 2 1.1  1.6  1.4  0/2 0/2 0/2 

R2 2 1.7  2.1  1.9  1/2 0/2 0/2 

R3 2 1.7  2.0  1.9  0/2 0/2 0/2 

R4 2 1.1  1.2  1.2  0/2 0/2 0/2 

H30～R4 10 0.84  2.1  1.4  1/10 0/10 0/10 

J社 

ワイヤ

ーロー

プ 

凝集 

沈殿法 
31 

H30 1 0.26  0.26  0.26  0/1 0/1 0/1 

R1 1 11  11  11  1/1 1/1 1/1 

R2 1 8.5  8.5  8.5  1/1 1/1 1/1 

R3 1 1.8  1.8  1.8  0/1 0/1 0/1 

R4 1 1.4  1.4  1.4  0/1 0/1 0/1 

H30～R4 5 0.26  11  4.6  2/5 2/5 2/5 

K社 
部品の

めっき 

凝集 

沈殿法 
33 

H30 1 2.9  2.9  2.9  1/1 0/1 0/1 

R1 1 33  33  33  1/1 1/1 1/1 

R2 - - - - - - - 

R3 1 34  34  34  1/1 1/1 1/1 

R4 1 0.23  0.23  0.23  0/1 0/1 0/1 

H30～R1 4 0.23  34  18  3/4 2/4 2/4 

 

 Ｉ社については、令和２年９月に 2.1mg/Lと一般排水基準を超過する結果が確認されたが、令

和３年度以降は、一般排水基準値を遵守している。 

 Ｊ社については、令和元年５月及び令和２年６月に、それぞれ 11mg/L、8.5mg/Lと暫定排水基

準を超過する結果が確認されたため改善指導を行った。原因究明の結果、中和槽の攪拌装置が故

障し応急的にポンプを入れ曝気をしていたため底に溜まった汚泥を巻き上げ、SS 分が高くなっ

たことや、新型コロナウイルス感染症の影響による生産量の変動が大きく、処理水量に応じた重

金属捕集剤の添加量の調整ができていなかったことが原因であることが判明した。撹拌機の修

理や重金属捕集剤の注入率を増やすといった対策を講じたところ、同年度内に改善（暫定排水基

準の遵守）を確認した。また、令和３年度以降、一般排水基準値を遵守している。 

Ｋ社については、令和元年 12 月及び令和３年 12月に、それぞれ 33mg/L、34mg/L と暫定排水

基準を超過する結果が確認されたため改善指導を行った。原因究明の結果、凝集剤供給槽内の

凝集剤不足や、㏗計のメンテナンス不足・凝集沈殿槽の撹拌機の故障による凝集処理不良が原

因であることが判明した。薬液点検強化や㏗計の交換、撹拌機の修理の対策を講じたところ、

令和２年１月及び令和４年４月の事業場による採水結果はそれぞれ 4.6mg/L、0.3mg/Lと暫定排

水基準が遵守されるようになった。令和４年度は、0.23mg/Lと一般排水基準値を下回る程度ま

で安定した処理が行われている。 
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また、表 11 のとおり、平成 25～29 年度の水質測定結果と比較すると、平成 30 年度以降、

排水処理施設の更なる維持管理の徹底など排水中の亜鉛の削減対策が各事業場により取り組

まれており、その効果が現れている。 

 

表 11 前回見直し時と今回の暫定排水基準適用事業場の排水データの比較 

 データ数 
最大値 

(mg/L) 

平均値 

(mg/L) 

２mg/L 

超過 

４mg/L 

超過 

平成 25～29年度 55 39 3.4 
26/55 

(47.3%) 

10/55 

(18.2%) 

平成 30～令和４年度 61 34 2.9 
9/61 

(14.8%) 

4/61 

(6.6%) 

 令和３～４年度 20 34 3.9 
2/20 

(10.0%) 

1/20 

(5.0%) 

 

 

水質汚濁防止法の暫定排水基準は、令和３年 12月の改正で、５mg/Lから４mg/Lに強化された

ところである。 

表 10 に示す上乗せ条例の暫定排水基準適用事業場の水質測定結果より、一時的な処理施設の

トラブル等による４mg/Lの超過も確認されているが、改善後の結果では４mg/Lを概ね超えるこ

とはないため、適切な排水処理施設の維持管理を徹底することにより、４mg/Lを下回ることが

可能と考えられる。 

  



 

13 

 

６ 亜鉛の排水基準にかかる経過措置（素案） 

 暫定排水基準が適用される各事業場において、排水処理施設の更なる維持管理の徹底などに

より、現行の経過措置の適用当初に比べて排水中の亜鉛濃度の低減が進み、一般排水基準の

達成率は向上している。 

 

 しかし、電気めっき業に属する事業場の中には、原材料使用量の低減や代替品導入の困難性

といった亜鉛を主に扱うことによる特殊性や、以下のような排水処理の困難性が確認される

事業場があり、直ちに全ての事業場が一般排水基準を継続的に遵守することは困難であると

考えられる。 

 

 ・めっき専業の場合が多く、他の工程からの排水がないため原水中の亜鉛濃度が高い 

 ・めっき液中に含まれるアンモニア等により錯体が形成されやすく、亜鉛の処理を困難に 

している。 

 ・生産量の変動や排水処理施設の断続運転等により、原水中の亜鉛量が変動するため、適切

な凝集剤の添加率調整や pH管理が難しい 

 

 

 このため、経過措置として暫定排水基準を適用することが適当であると考えられる。また、

暫定排水基準値としては、府内事業場の排水実態と法の暫定排水基準値（４mg/L）を勘案し、

４mg/Lとすることが適当であると考えられる。 

 

 また、暫定排水基準の適用期間については、これまでの設定状況及び法における経過措置の

適用期間（３年間）を考慮し、また、排水処理等に関する技術開発の動向や排水実態を踏まえた

適切な検討を行う期間として必要と考えられる３年間とすることが適当と考えられる。 


